
政
令
第　
　
　

号 

道
路
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
関
係
政
令
の
整
備
等
に
関
す
る
政
令 

内
閣
は
、
道
路
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
七
年
法
律
第
二
十
二
号
）
の
施
行
に
伴
い
、
並
び
に
道
路
法
（
昭
和

二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
七
条
第
九
項
並
び
に
第
二
十
七
条
第
二
項
及
び
第
五
項
、
同
法
第
三
十
二
条
第
一
項
第
七

号
、
第
三
十
三
条
第
二
項
第
三
号
及
び
第
三
十
九
条
第
二
項
本
文
（
こ
れ
ら
の
規
定
を
同
法
第
九
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準

用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
同
法
第
四
十
八
条
の
二
十
二
第
三
項
及
び
第
四
項
、
第
四
十
八
条
の
二
十
九
の
五
第
二
項
及
び
第

三
項
、
第
五
十
三
条
第
一
項
並
び
に
第
九
十
七
条
の
二
、
道
路
整
備
特
別
措
置
法
（
昭
和
三
十
一
年
法
律
第
七
号
）
第
三
十
二

条
の
二
第
五
項
及
び
第
五
十
四
条
第
一
項
、
道
路
整
備
事
業
に
係
る
国
の
財
政
上
の
特
別
措
置
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
三

年
法
律
第
三
十
四
号
）
第
五
条
第
二
項
、
高
速
自
動
車
国
道
法
（
昭
和
三
十
二
年
法
律
第
七
十
九
号
）
第
二
十
五
条
第
二
項
並

び
に
日
本
道
路
公
団
等
民
営
化
関
係
法
施
行
法
（
平
成
十
六
年
法
律
第
百
二
号
）
第
二
十
六
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
並

び
に
道
路
法
を
実
施
す
る
た
め
、
こ
の
政
令
を
制
定
す
る
。 

（
道
路
法
施
行
令
の
一
部
改
正
） 

第
一
条　

道
路
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
七
年
政
令
第
四
百
七
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 



第
一
条
の
二
第
一
項
第
二
号
中
「
第
三
十
三
条
第
二
項
第
三
号
」
を
「
第
三
十
三
条
第
二
項
第
四
号
」
に
改
め
る
。 

第
一
条
の
七
第
一
項
の
表
一
の
項
中
「
第
六
項
」
を
「
第
七
項
」
に
改
め
、
同
表
五
の
項
中
「
第
五
十
一
条
」
を
「
第
四

十
八
条
の
二
十
九
の
五
第
一
項
、
第
五
十
一
条
」
に
改
め
、
「
第
五
十
三
条
第
一
項
」
の
下
に
「
、
第
八
十
五
条
第
四
項
」

を
加
え
、
同
表
中
十
四
の
項
を
十
五
の
項
と
し
、
十
三
の
項
を
十
四
の
項
と
し
、
十
二
の
項
を
十
三
の
項
と
し
、
同
表
十
一

の
項
中
「
第
五
十
条
第
八
項
」
を
「
第
五
十
条
第
九
項
」
に
改
め
、
同
項
を
同
表
十
二
の
項
と
し
、
同
表
十
の
項
中
「
第
五

十
条
第
七
項
」
を
「
第
五
十
条
第
八
項
」
に
改
め
、
同
項
を
同
表
十
一
の
項
と
し
、
同
表
九
の
項
中
「
第
五
十
条
第
七
項
及

び
第
八
項
」
を
「
第
五
十
条
第
八
項
及
び
第
九
項
」
に
改
め
、
同
項
を
同
表
十
の
項
と
し
、
同
表
八
の
項
の
次
に
次
の
よ
う 

に
加
え
る
。 

 

第
四
十
八
条
の
二
十
九
の

都
道
府
県
若
し
く
は 

都
道
府
県
若
し
く
は
指

都
道
府
県
若
し
く
は
指

九

五
第
一
項

定
市
若
し
く
は

定
市
以
外
の
市
若
し
く

は

第
一
条
の
七
第
二
項
の
表
一
の
項
中
「
第
五
十
一
条
」
を
「
第
四
十
八
条
の
二
十
九
の
五
第
一
項
、
第
五
十
一
条
、
第
八

十
五
条
第
四
項
」
に
改
め
、
同
表
中
七
の
項
を
八
の
項
と
し
、
六
の
項
を
七
の
項
と
し
、
五
の
項
を
六
の
項
と
し
、
四
の
項 



の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。 

 

第
四
十
八
条
の
二
十
九
の
五
第
一 

都
道
府
県
若
し
く
は 

都
道
府
県
若
し
く
は
町
村
若
し
く 

五
 

 

項

は

第
一
条
の
七
第
三
項
の
表
四
の
項
中
「
第
二
項
第
三
号
」
を
「
第
二
項
第
四
号
」
に
、
「
第
五
十
六
条
」
を
「
第
四
十
八 

条
の
六
十
七
第
一
項
及
び
第
三
項
、
第
五
十
六
条
」
に
改
め
、
同
表
十
一
の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

 

第
四
十
八
条
の
二
十
三
第
五
項
、 

道
路
管
理
者
は 

道
路
管
理
者
等
は 

十
一

 

第
四
十
八
条
の
六
十
七
第
四
項

第
一
条
の
七
第
三
項
の
表
中
二
十
九
の
項
を
三
十
一
の
項
と
し
、
十
八
の
項
か
ら
二
十
八
の
項
ま
で
を
二
項
ず
つ
繰
り
下

げ
、
同
表
十
七
の
項
中
「
第
五
十
条
第
八
項
」
を
「
第
五
十
条
第
九
項
」
に
改
め
、
同
項
を
同
表
十
九
の
項
と
し
、
同
表
十

六
の
項
中
「
第
五
十
条
第
七
項
」
を
「
第
五
十
条
第
八
項
」
に
改
め
、
同
項
を
同
表
十
八
の
項
と
し
、
同
表
十
五
の
項
中

「
第
五
十
条
第
七
項
及
び
第
八
項
」
を
「
第
五
十
条
第
八
項
及
び
第
九
項
」
に
改
め
、
同
項
を
同
表
十
七
の
項
と
し
、
同
表

中
十
四
の
項
を
十
六
の
項
と
し
、
十
三
の
項
を
十
五
の
項
と
し
、
十
二
の
項
を
十
三
の
項
と
し
、
同
項
の
次
に
次
の
よ
う
に 

加
え
る
。 



 

第
四
十
八
条
の
六
十
七
第
四
項

国
土
交
通
大
臣
で
あ
る
道
路
管

こ
れ
を
公
表
す
る
よ
う
努
め
る
と

 

理
者
に
あ
つ
て
は
こ
れ
を
公
表

と
も
に
、

 

す
る
も
の
と
し
、
国
土
交
通
大 

十
四

 

臣
以
外
の
道
路
管
理
者
に
あ
つ

て
は
こ
れ
を
公
表
す
る
よ
う
努

め
る
と
と
も
に

第
一
条
の
七
第
三
項
の
表
十
一
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。 

 

第
四
十
八
条
の
二
十
三
第
五
項

市
町
村
長
を 

市
町
村
長
又
は
当
該
歩
行
者
利
便

十
二

増
進
道
路
の
存
す
る
指
定
市
以
外

の
市
町
村
の
長
を

第
一
条
の
七
第
四
項
の
表
三
の
項
中
「
第
二
項
第
三
号
」
を
「
第
二
項
第
四
号
」
に
、
「
第
四
十
八
条
の
二
十
九
の
五
第

一
項
」
を
「
第
四
十
八
条
の
二
十
九
の
六
第
一
項
」
に
改
め
、
「
第
五
十
七
条
」
の
下
に
「
、
第
六
十
二
条
」
を
加
え
、
同

表
四
の
項
中
「
第
四
十
八
条
の
二
十
九
の
六
第
一
項
」
を
「
第
四
十
八
条
の
二
十
九
の
七
第
一
項
」
に
改
め
、
同
条
第
六
項 



の
表
九
の
項
中
「
第
二
項
第
三
号
」
を
「
第
二
項
第
四
号
」
に
、
「
第
四
十
八
条
の
二
十
九
の
五
第
一
項
」
を
「
第
四
十
八

条
の
二
十
九
の
六
第
一
項
」
に
改
め
、
「
第
五
十
七
条
」
の
下
に
「
、
第
六
十
二
条
」
を
加
え
、
同
表
十
一
の
項
中
「
第
四

十
八
条
の
二
十
九
の
六
第
一
項
」
を
「
第
四
十
八
条
の
二
十
九
の
七
第
一
項
」
に
改
め
、
同
条
第
七
項
中
「
第
三
十
三
条
第

二
項
第
三
号
」
を
「
第
三
十
三
条
第
二
項
第
四
号
」
に
、
「
第
四
十
八
条
の
二
十
九
の
六
第
一
項
」
を
「
第
四
十
八
条
の
二

十
九
の
七
第
一
項
」
に
改
め
、
同
条
第
八
項
中
「
十
三
の
項
、
二
十
の
項
及
び
二
十
二
の
項
」
を
「
十
五
の
項
、
二
十
二
の

項
及
び
二
十
四
の
項
」
に
改
め
、
同
項
の
表
二
の
項
中
「
第
四
十
八
条
の
二
十
九
の
五
第
一
項
」
を
「
第
四
十
八
条
の
二
十

九
の
六
第
一
項
」
に
改
め
、
同
表
五
の
項
中
「
第
四
十
八
条
の
二
十
九
の
六
第
一
項
」
を
「
第
四
十
八
条
の
二
十
九
の
七
第

一
項
」
に
改
め
、
同
表
七
の
項
中
「
第
七
項
」
を
「
第
八
項
」
に
改
め
、
同
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。 

９　

法
第
四
十
八
条
の
二
十
九
の
五
第
一
項
の
場
合
に
お
け
る
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
法
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
の

技
術
的
読
替
え
に
つ
い
て
は
、
第
四
項
（
同
項
の
表
一
の
項
（
第
二
条
第
二
項
第
八
号
及
び
第
九
号
に
係
る
部
分
を
除

く
。
）
、
二
の
項
、
三
の
項
（
第
三
十
三
条
第
二
項
第
四
号
及
び
第
三
項
、
第
四
十
七
条
第
三
項
、
第
四
十
七
条
の
二
第

一
項
及
び
第
五
項
、
第
四
十
七
条
の
十
四
、
第
四
十
七
条
の
十
五
第
二
項
、
第
四
十
八
条
の
二
十
三
第
一
項
、
第
四
十
八

条
の
二
十
四
第
一
項
、
第
四
十
八
条
の
二
十
五
、
第
四
十
八
条
の
二
十
六
第
一
項
、
第
四
十
八
条
の
二
十
七
第
一
項
及
び



第
二
項
、
第
四
十
八
条
の
二
十
八
第
二
項
、
第
四
十
八
条
の
二
十
九
、
第
四
十
八
条
の
三
十
二
、
第
四
十
八
条
の
三
十

三
、
第
四
十
八
条
の
四
十
九
第
二
号
並
び
に
第
七
十
二
条
の
二
第
二
項
に
係
る
部
分
を
除
く
。
）
、
四
の
項
（
第
三
十
三

条
第
四
項
、
第
四
十
八
条
の
二
十
三
第
六
項
及
び
第
四
十
八
条
の
二
十
六
第
二
項
に
係
る
部
分
を
除
く
。
）
、
五
の
項

（
第
三
十
九
条
の
二
第
一
項
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
、
六
の
項
、
九
の
項
及
び
十
一
の
項
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
の

規
定
を
準
用
す
る
。 

第
二
条
第
一
項
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。 

七　

法
第
四
十
八
条
の
二
十
九
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
区
間
外
の
国
道
、
都
道
府
県
道
若
し
く
は
市
町
村
道
に

附
属
す
る
防
災
拠
点
自
動
車
駐
車
場
の
新
設
、
改
築
、
修
繕
及
び
災
害
復
旧
以
外
の
管
理
又
は
都
道
府
県
道
若
し
く
は

市
町
村
道
に
附
属
す
る
防
災
拠
点
自
動
車
駐
車
場
の
新
設
、
改
築
若
し
く
は
修
繕
に
関
す
る
工
事 

第
三
条
の
二
第
一
項
中
「
第
四
十
一
条
第
二
項
第
十
七
号
」
を
「
第
四
十
一
条
第
二
項
第
十
八
号
」
に
改
め
る
。 

第
四
条
第
一
項
第
七
号
中
「
第
三
十
三
条
第
二
項
第
三
号
」
を
「
第
三
十
三
条
第
二
項
第
四
号
」
に
改
め
、
同
項
第
三
十

二
号
中
「
第
四
十
八
条
の
二
十
九
の
五
第
一
項
」
を
「
第
四
十
八
条
の
二
十
九
の
六
第
一
項
」
に
改
め
る
。 

第
四
条
の
二
第
一
項
第
五
号
中
「
第
十
六
号
」
を
「
第
十
七
号
」
に
改
め
、
同
項
中
第
二
十
八
号
を
第
二
十
九
号
と
し
、



第
十
九
号
か
ら
第
二
十
七
号
ま
で
を
一
号
ず
つ
繰
り
下
げ
、
同
項
第
十
八
号
中
「
第
九
十
五
条
の
二
第
二
項
本
文
」
を
「
第

九
十
五
条
の
二
第
二
項
前
段
」
に
改
め
、
同
号
を
同
項
第
十
九
号
と
し
、
同
項
中
第
十
七
号
を
第
十
八
号
と
し
、
第
十
四
号

か
ら
第
十
六
号
ま
で
を
一
号
ず
つ
繰
り
下
げ
、
第
十
三
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。 

十
四　

法
第
四
十
八
条
の
六
十
七
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
道
路
脱
炭
素
化
推
進
計
画
を
定
め
、
並
び
に
同
条
第
四
項
の
規

定
に
よ
り
こ
れ
を
公
表
し
、
及
び
国
土
交
通
大
臣
に
報
告
す
る
こ
と
。 

第
五
条
中
「
場
合
又
は
」
を
「
場
合
、
」
に
、
「
場
合
に
」
を
「
場
合
又
は
道
路
管
理
者
が
そ
の
管
理
す
る
道
路
以
外
の

連
携
協
力
道
路
を
管
理
す
る
場
合
に
」
に
改
め
、
同
条
第
五
号
中
「
第
四
十
八
条
の
二
十
九
の
六
第
三
項
」
を
「
第
四
十
八

条
の
二
十
九
の
七
第
三
項
」
に
改
め
る
。 

第
五
条
の
三
第
一
項
第
二
号
中
「
第
十
四
号
ま
で
、
第
十
七
号
及
び
第
十
九
号
か
ら
第
二
十
八
号
」
を
「
第
十
五
号
ま

で
、
第
十
八
号
及
び
第
二
十
号
か
ら
第
二
十
九
号
」
に
改
め
、
同
項
第
六
号
中
「
第
九
十
五
条
の
二
第
二
項
本
文
」
を
「
第

九
十
五
条
の
二
第
二
項
前
段
」
に
改
め
、
同
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。 

第
五
条
の
四　

法
第
四
十
八
条
の
二
十
九
の
五
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
国
土
交
通
大
臣
が
道
路
管
理
者
に
代
わ
つ
て
行
う
権

限
（
第
三
項
に
お
い
て
「
国
土
交
通
大
臣
が
代
行
す
る
権
限
」
と
い
う
。
）
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
の
う
ち
、
国
土
交
通



大
臣
が
道
路
管
理
者
と
協
議
し
て
定
め
る
も
の
と
す
る
。 

一　

第
四
条
第
一
項
第
一
号
、
第
三
号
か
ら
第
六
号
ま
で
、
第
八
号
か
ら
第
十
九
号
ま
で
、
第
二
十
四
号
、
第
三
十
号
か

ら
第
三
十
二
号
ま
で
、
第
三
十
四
号
、
第
三
十
六
号
、
第
三
十
八
号
か
ら
第
四
十
三
号
ま
で
、
第
四
十
五
号
及
び
第
四

十
六
号
に
掲
げ
る
権
限 

二　

第
四
条
の
二
第
一
項
第
二
号
、
第
四
号
、
第
七
号
、
第
八
号
、
第
十
三
号
及
び
第
十
六
号
に
掲
げ
る
権
限 

三　

前
条
第
一
項
第
四
号
に
掲
げ
る
権
限 

四　

法
第
九
十
五
条
の
二
第
一
項
（
法
第
四
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
道
路
に
区
画
線
を
設
け
よ
う
と
す
る
と
き
、

法
第
四
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
道
路
の
通
行
を
禁
止
し
、
又
は
制
限
し
よ
う
と
す
る
と
き
、
法
第
四
十
八
条
の

二
十
九
の
三
の
規
定
に
よ
り
防
災
拠
点
自
動
車
駐
車
場
の
利
用
を
禁
止
し
、
又
は
制
限
し
よ
う
と
す
る
と
き
及
び
横
断

歩
道
橋
又
は
自
動
車
駐
車
場
を
設
け
よ
う
と
す
る
と
き
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
の
規
定
に
よ
り
意
見
を
聴
き
、
又
は

通
知
し
、
及
び
法
第
九
十
五
条
の
二
第
二
項
（
法
第
四
十
八
条
の
二
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
自
動
車
専
用

道
路
の
指
定
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
及
び
法
第
四
十
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
自
動
車
専
用
道
路
の
通
行
を
禁
止

し
、
又
は
制
限
し
よ
う
と
す
る
と
き
に
係
る
部
分
を
除
く
。
）
の
規
定
に
よ
り
協
議
し
、
又
は
通
知
す
る
こ
と
。 



２　

国
土
交
通
大
臣
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
協
議
が
成
立
し
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
そ
の
内
容
を
告
示
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。 

３　

国
土
交
通
大
臣
が
代
行
す
る
権
限
は
、
第
二
条
第
一
項
（
第
七
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
の
規
定
に
よ
り
告
示
さ
れ

た
管
理
の
開
始
の
日
か
ら
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
さ
れ
た
当
該
管
理
の
完
了
又
は
廃
止
の
日
ま
で
の
間
に
限
り

行
う
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
第
四
条
第
一
項
第
四
十
一
号
及
び
第
四
十
二
号
に
掲
げ
る
権
限
に
つ
い
て

は
、
当
該
完
了
又
は
廃
止
の
日
後
に
お
い
て
も
行
う
こ
と
が
で
き
る
。 

第
六
条
第
一
項
第
一
号
中
「
又
は
第
三
項
」
を
「
若
し
く
は
第
三
項
又
は
第
四
十
八
条
の
二
十
九
の
五
第
二
項
」
に
、

「
第
四
十
八
条
の
二
十
九
の
五
第
一
項
」
を
「
第
四
十
八
条
の
二
十
九
の
六
第
一
項
」
に
改
め
、
同
項
第
二
号
及
び
同
条
第

四
項
第
二
号
中
「
第
四
十
八
条
の
二
十
九
の
五
第
一
項
」
を
「
第
四
十
八
条
の
二
十
九
の
六
第
一
項
」
に
改
め
、
同
条
第
五

項
第
三
号
中
「
第
三
十
三
条
第
二
項
第
三
号
」
を
「
第
三
十
三
条
第
二
項
第
四
号
」
に
改
め
、
同
項
第
六
号
中
「
第
四
十
八

条
の
二
十
九
の
五
第
一
項
」
を
「
第
四
十
八
条
の
二
十
九
の
六
第
一
項
」
に
改
め
、
同
条
第
六
項
第
一
号
中
「
第
十
九
号
、

第
二
十
一
号
か
ら
第
二
十
四
号
」
を
「
第
十
四
号
、
第
二
十
号
、
第
二
十
二
号
か
ら
第
二
十
五
号
」
に
、
「
第
二
十
八
号
」

を
「
第
二
十
九
号
」
に
改
め
、
同
条
第
八
項
中
「
場
合
又
は
」
を
「
場
合
、
」
に
、
「
場
合
に
」
を
「
場
合
又
は
道
路
管
理



者
が
そ
の
管
理
す
る
道
路
以
外
の
連
携
協
力
道
路
を
管
理
す
る
場
合
に
」
に
改
め
、
同
項
第
一
号
中
「
第
四
条
の
二
第
一
項

第
三
号
」
の
下
に
「
及
び
第
十
四
号
」
を
加
え
、
同
条
第
九
項
第
二
号
中
「
第
四
十
八
条
の
二
十
九
の
五
第
一
項
」
を
「
第

四
十
八
条
の
二
十
九
の
六
第
一
項
」
に
改
め
、
同
条
第
十
項
中
「
第
十
九
号
、
第
二
十
一
号
か
ら
第
二
十
四
号
」
を
「
第
十

四
号
、
第
二
十
号
、
第
二
十
二
号
か
ら
第
二
十
五
号
」
に
、
「
第
二
十
八
号
」
を
「
第
二
十
九
号
」
に
改
め
、
同
条
中
第
十

一
項
を
第
十
二
項
と
し
、
第
十
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。 

　

国
土
交
通
大
臣
は
、
法
第
四
十
八
条
の
二
十
九
の
五
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
道
路
管
理
者
に
代
わ
つ
て
次
に
掲
げ
る
権

11
限
を
行
つ
た
場
合
に
お
い
て
は
、
遅
滞
な
く
、
そ
の
旨
を
道
路
管
理
者
に
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

一　

第
五
項
第
一
号
、
第
二
号
、
第
四
号
か
ら
第
六
号
ま
で
、
第
八
号
及
び
第
九
号
に
掲
げ
る
権
限 

二　

法
第
七
十
一
条
第
一
項
又
は
第
二
項
（
こ
れ
ら
の
規
定
を
法
第
九
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含

む
。
）
の
規
定
に
よ
り
法
第
三
十
二
条
第
一
項
若
し
く
は
第
三
項
（
こ
れ
ら
の
規
定
を
法
第
九
十
一
条
第
二
項
に
お
い

て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
許
可
若
し
く
は
法
第
三
十
九
条
の
五
第
一
項
若
し
く
は
第
三
十
九
条
の

六
第
一
項
（
こ
れ
ら
の
規
定
を
法
第
九
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
認
定
を

取
り
消
し
、
そ
の
効
力
を
停
止
し
、
若
し
く
は
そ
の
条
件
を
変
更
し
、
又
は
当
該
許
可
に
係
る
物
件
の
改
築
、
移
転
若



し
く
は
除
却
を
命
ず
る
こ
と
。 

第
七
条
第
十
四
号
中
「
防
災
拠
点
自
動
車
駐
車
場
」
を
「
道
路
の
附
属
物
で
あ
る
自
動
車
駐
車
場
」
に
、
「
第
十
六
条
の

三
第
二
号
イ
」
を
「
第
十
六
条
の
四
第
二
号
イ
」
に
改
め
、
同
号
を
同
条
第
十
五
号
と
し
、
同
条
第
十
三
号
の
次
に
次
の
一

号
を
加
え
る
。 

十
四　

道
路
の
附
属
物
で
あ
る
自
動
車
駐
車
場
又
は
特
定
車
両
停
留
施
設
に
設
け
る
自
動
車
に
燃
料
と
し
て
の
水
素
を
供

給
す
る
た
め
の
施
設
（
前
号
に
掲
げ
る
施
設
を
除
く
。
） 

第
十
条
第
一
号
中
「
及
び
第
十
一
条
の
九
第
一
項
」
を
「
、
第
十
一
条
の
九
第
一
項
及
び
第
十
六
条
の
二
」
に
改
め
、
同

号
イ

中
「
並
び
に
第
十
一
条
の
十
一
第
一
項
第
一
号
」
を
「
、
第
十
一
条
の
十
一
第
一
項
第
一
号
並
び
に
第
十
六
条
の
二

（４）

第
一
号
及
び
第
四
号
」
に
、
「
第
十
六
条
の
二
第
一
号
」
を
「
第
十
六
条
の
三
第
一
号
」
に
改
め
る
。 

第
十
一
条
の
七
第
一
項
第
一
号
及
び
第
二
号
中
「
第
十
六
条
の
二
第
四
号
」
を
「
第
十
六
条
の
三
第
四
号
」
に
改
め
る
。 

第
十
六
条
の
三
中
「
第
三
十
三
条
第
二
項
第
四
号
」
を
「
第
三
十
三
条
第
二
項
第
五
号
」
に
改
め
、
同
条
第
三
号
中
「
第

七
条
第
十
四
号
」
を
「
第
七
条
第
十
五
号
」
に
改
め
、
同
条
を
第
十
六
条
の
四
と
す
る
。 

第
十
六
条
の
二
中
「
第
三
十
三
条
第
二
項
第
三
号
」
を
「
第
三
十
三
条
第
二
項
第
四
号
」
に
改
め
、
同
条
を
第
十
六
条
の



三
と
し
、
第
十
六
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。 

（
脱
炭
素
化
施
設
等
） 

第
十
六
条
の
二　

法
第
三
十
三
条
第
二
項
第
三
号
の
政
令
で
定
め
る
工
作
物
、
物
件
又
は
施
設
は
次
の
各
号
に
掲
げ
る
も
の

と
し
、
同
項
第
三
号
の
政
令
で
定
め
る
場
所
は
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
場
所
と
す
る
。 

一　

太
陽
光
発
電
設
備
又
は
風
力
発
電
設
備
で
道
路
の
脱
炭
素
化
の
効
果
的
な
推
進
の
た
め
必
要
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る

も
の
と
し
て
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
も
の　

地
上
（
車
道
、
自
転
車
道
及
び
路
肩
の
部
分
、
法
面
並
び
に
側
溝
上
の

の
り

部
分
の
地
上
を
除
く
。
次
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
、
ト
ン
ネ
ル
の
上
又
は
高
架
の
道
路
の
路
面
下 

二　

自
動
車
に
動
力
源
と
し
て
の
電
気
を
供
給
す
る
た
め
の
工
作
物
又
は
施
設　

地
上
、
地
下
、
ト
ン
ネ
ル
の
上
又
は
高

架
の
道
路
の
路
面
下 

三　

自
動
車
に
燃
料
と
し
て
の
水
素
を
供
給
す
る
た
め
の
施
設　

特
定
連
結
路
附
属
地
又
は
道
路
の
附
属
物
で
あ
る
自
動

車
駐
車
場
若
し
く
は
特
定
車
両
停
留
施
設
の
地
上 

四　

高
速
自
動
車
国
道
及
び
自
動
車
専
用
道
路
以
外
の
道
路
に
設
け
る
第
十
一
条
の
十
第
一
項
に
規
定
す
る
自
転
車
駐
車

器
具
で
自
転
車
を
賃
貸
す
る
事
業
の
用
に
供
す
る
も
の
又
は
第
十
一
条
の
十
一
第
一
項
に
規
定
す
る
原
動
機
付
自
転
車



等
駐
車
器
具
で
専
ら
電
気
を
動
力
源
と
す
る
原
動
機
付
自
転
車
を
賃
貸
す
る
事
業
の
用
に
供
す
る
も
の　

地
上
（
車

道
、
自
転
車
道
及
び
路
肩
の
部
分
、
法
面
、
側
溝
上
の
部
分
並
び
に
分
離
帯
、
ロ
ー
タ
リ
ー
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る

の
り

道
路
の
部
分
の
地
上
を
除
く
。
）
、
ト
ン
ネ
ル
の
上
又
は
高
架
の
道
路
の
路
面
下 

第
十
七
条
中
「
第
三
十
三
条
第
二
項
第
五
号
」
を
「
第
三
十
三
条
第
二
項
第
六
号
」
に
改
め
る
。 

第
二
十
条
中
「
第
五
十
条
第
七
項
」
を
「
第
五
十
条
第
八
項
」
に
改
め
る
。 

第
二
十
一
条
第
一
項
中
「
同
条
第
七
項
」
を
「
同
条
第
八
項
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
第
七
項
」
を
「
第
十
項
」
に

改
め
、
同
条
第
五
項
中
「
第
二
十
三
条
第
六
項
及
び
第
七
項
」
を
「
第
二
十
三
条
第
七
項
及
び
第
十
項
」
に
改
め
、
同
項
を

同
条
第
六
項
と
し
、
同
条
第
四
項
中
「
第
二
十
三
条
第
五
項
及
び
第
七
項
」
を
「
第
二
十
三
条
第
六
項
及
び
第
十
項
」
に
改

め
、
同
項
を
同
条
第
五
項
と
し
、
同
条
第
三
項
中
「
第
二
十
三
条
第
四
項
及
び
第
七
項
」
を
「
第
二
十
三
条
第
五
項
及
び
第

十
項
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
四
項
と
し
、
同
条
第
二
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。 

３　

国
土
交
通
大
臣
が
指
定
区
間
外
の
国
道
に
附
属
す
る
防
災
拠
点
自
動
車
駐
車
場
の
新
設
、
改
築
、
修
繕
及
び
災
害
復
旧

以
外
の
管
理
を
行
う
場
合
に
お
け
る
都
道
府
県
が
法
第
五
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
国
庫
に
納
付
す
る
負
担
金
の
額

は
、
当
該
管
理
に
要
す
る
費
用
の
額
に
相
当
す
る
額
（
第
二
十
三
条
第
四
項
及
び
第
十
項
に
お
い
て
「
指
定
区
間
外
国
道



防
災
拠
点
自
動
車
駐
車
場
維
持
等
都
道
府
県
負
担
額
」
と
い
う
。
）
と
す
る
。 

第
二
十
一
条
に
次
の
二
項
を
加
え
る
。 

７　

国
土
交
通
大
臣
が
都
道
府
県
道
又
は
市
町
村
道
に
附
属
す
る
防
災
拠
点
自
動
車
駐
車
場
の
災
害
復
旧
以
外
の
管
理
（
新

設
又
は
改
築
に
関
す
る
工
事
に
限
る
。
）
を
行
う
場
合
に
お
け
る
都
道
府
県
又
は
市
町
村
が
法
第
五
十
三
条
第
一
項
の
規

定
に
よ
り
国
庫
に
納
付
す
る
負
担
金
の
額
は
、
当
該
管
理
に
要
す
る
費
用
の
額
か
ら
当
該
費
用
の
額
（
収
入
金
が
あ
る
と

き
は
、
当
該
費
用
の
額
か
ら
当
該
収
入
金
の
額
を
控
除
し
た
額
。
第
二
十
三
条
第
八
項
及
び
第
十
項
に
お
い
て
「
都
道
府

県
道
等
防
災
拠
点
自
動
車
駐
車
場
新
設
等
負
担
基
本
額
」
と
い
う
。
）
に
法
第
五
十
六
条
に
定
め
る
補
助
率
を
乗
じ
て
得

た
額
に
相
当
す
る
額
を
控
除
し
た
額
（
第
二
十
三
条
第
八
項
及
び
第
十
項
に
お
い
て
「
都
道
府
県
道
等
防
災
拠
点
自
動
車

駐
車
場
新
設
等
都
道
府
県
等
負
担
額
」
と
い
う
。
）
と
す
る
。 

８　

国
土
交
通
大
臣
が
都
道
府
県
道
又
は
市
町
村
道
に
附
属
す
る
防
災
拠
点
自
動
車
駐
車
場
の
災
害
復
旧
以
外
の
管
理
（
新

設
又
は
改
築
に
関
す
る
工
事
を
除
く
。
）
を
行
う
場
合
に
お
け
る
都
道
府
県
又
は
市
町
村
が
法
第
五
十
三
条
第
一
項
の
規

定
に
よ
り
国
庫
に
納
付
す
る
負
担
金
の
額
は
、
当
該
管
理
に
要
す
る
費
用
の
額
に
相
当
す
る
額
（
第
二
十
三
条
第
九
項
及

び
第
十
項
に
お
い
て
「
都
道
府
県
道
等
防
災
拠
点
自
動
車
駐
車
場
修
繕
等
都
道
府
県
等
負
担
額
」
と
い
う
。
）
と
す
る
。 



第
二
十
三
条
第
二
項
中
「
第
五
十
条
第
七
項
」
を
「
第
五
十
条
第
八
項
」
に
改
め
、
同
条
第
八
項
中
「
指
定
区
間
外
国
道

維
持
等
都
道
府
県
負
担
額
」
の
下
に
「
、
指
定
区
間
外
国
道
防
災
拠
点
自
動
車
駐
車
場
維
持
等
都
道
府
県
負
担
額
」
を
加

え
、
「
又
は
施
設
等
修
繕
都
道
府
県
等
負
担
額
」
を
「
、
施
設
等
修
繕
都
道
府
県
等
負
担
額
、
都
道
府
県
道
等
防
災
拠
点
自

動
車
駐
車
場
新
設
等
負
担
基
本
額
、
都
道
府
県
道
等
防
災
拠
点
自
動
車
駐
車
場
新
設
等
都
道
府
県
等
負
担
額
又
は
都
道
府
県

道
等
防
災
拠
点
自
動
車
駐
車
場
修
繕
等
都
道
府
県
等
負
担
額
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
十
一
項
と
し
、
同
条
第
七
項
中

「
指
定
区
間
外
国
道
維
持
等
都
道
府
県
負
担
額
」
の
下
に
「
、
指
定
区
間
外
国
道
防
災
拠
点
自
動
車
駐
車
場
維
持
等
都
道
府

県
負
担
額
」
を
加
え
、
「
又
は
施
設
等
修
繕
都
道
府
県
等
負
担
額
」
を
「
、
施
設
等
修
繕
都
道
府
県
等
負
担
額
、
都
道
府
県

道
等
防
災
拠
点
自
動
車
駐
車
場
新
設
等
負
担
基
本
額
、
都
道
府
県
道
等
防
災
拠
点
自
動
車
駐
車
場
新
設
等
都
道
府
県
等
負
担

額
又
は
都
道
府
県
道
等
防
災
拠
点
自
動
車
駐
車
場
修
繕
等
都
道
府
県
等
負
担
額
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
十
項
と
し
、
同

条
第
六
項
を
同
条
第
七
項
と
し
、
同
項
の
次
に
次
の
二
項
を
加
え
る
。 

８　

国
土
交
通
大
臣
は
、
都
道
府
県
道
又
は
市
町
村
道
に
附
属
す
る
防
災
拠
点
自
動
車
駐
車
場
の
災
害
復
旧
以
外
の
管
理

（
新
設
又
は
改
築
に
関
す
る
工
事
に
限
る
。
）
を
行
う
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
都
道
府
県
道
又
は
市
町
村
道
を
管
理
す

る
都
道
府
県
又
は
市
町
村
に
対
し
て
、
都
道
府
県
道
等
防
災
拠
点
自
動
車
駐
車
場
新
設
等
負
担
基
本
額
及
び
都
道
府
県
道



等
防
災
拠
点
自
動
車
駐
車
場
新
設
等
都
道
府
県
等
負
担
額
を
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

９　

国
土
交
通
大
臣
は
、
都
道
府
県
道
又
は
市
町
村
道
に
附
属
す
る
防
災
拠
点
自
動
車
駐
車
場
の
災
害
復
旧
以
外
の
管
理

（
新
設
又
は
改
築
に
関
す
る
工
事
を
除
く
。
）
を
行
う
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
都
道
府
県
道
又
は
市
町
村
道
を
管
理
す

る
都
道
府
県
又
は
市
町
村
に
対
し
て
、
都
道
府
県
道
等
防
災
拠
点
自
動
車
駐
車
場
修
繕
等
都
道
府
県
等
負
担
額
を
通
知
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

第
二
十
三
条
中
第
五
項
を
第
六
項
と
し
、
第
四
項
を
第
五
項
と
し
、
第
三
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。 

４　

国
土
交
通
大
臣
は
、
指
定
区
間
外
の
国
道
に
附
属
す
る
防
災
拠
点
自
動
車
駐
車
場
の
新
設
、
改
築
、
修
繕
及
び
災
害
復

旧
以
外
の
管
理
を
行
う
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
指
定
区
間
外
の
国
道
を
管
理
す
る
都
道
府
県
に
対
し
て
、
指
定
区
間
外

国
道
防
災
拠
点
自
動
車
駐
車
場
維
持
等
都
道
府
県
負
担
額
を
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

第
二
十
六
条
第
一
項
中
「
及
び
第
二
項
、
」
を
「
か
ら
第
三
項
ま
で
、
」
に
、
「
第
三
項
ま
で
、
第
七
項
及
び
第
八
項
」

を
「
第
四
項
ま
で
、
第
十
項
及
び
第
十
一
項
」
に
、
「
及
び
第
二
項
中
」
を
「
か
ら
第
三
項
ま
で
の
規
定
中
」
に
、
「
第
二

項
、
第
七
項
及
び
第
八
項
」
を
「
第
二
項
、
第
十
項
及
び
第
十
一
項
」
に
、
「
第
二
十
一
条
第
二
項
及
び
第
二
十
三
条
第
三

項
」
を
「
第
二
十
一
条
第
二
項
並
び
に
第
二
十
三
条
第
三
項
、
第
十
項
及
び
第
十
一
項
」
に
、
「
第
二
十
二
条
及
び
第
二
十



三
条
第
三
項
」
を
「
第
二
十
一
条
第
三
項
及
び
第
二
十
三
条
第
四
項
中
「
指
定
区
間
外
国
道
防
災
拠
点
自
動
車
駐
車
場
維
持

等
都
道
府
県
負
担
額
」
と
あ
る
の
は
そ
れ
ぞ
れ
「
指
定
区
間
外
国
道
防
災
拠
点
自
動
車
駐
車
場
維
持
等
指
定
市
負
担
額
」
又

は
「
指
定
区
間
外
国
道
防
災
拠
点
自
動
車
駐
車
場
維
持
等
指
定
市
以
外
の
市
負
担
額
」
と
、
第
二
十
二
条
並
び
に
第
二
十
三

条
第
三
項
及
び
第
四
項
」
に
、
「
同
条
第
七
項
及
び
第
八
項
中
「
、
指
定
区
間
外
国
道
維
持
等
都
道
府
県
負
担
額
」
を
「
同

条
第
十
項
及
び
第
十
一
項
中
「
、
指
定
区
間
外
国
道
防
災
拠
点
自
動
車
駐
車
場
維
持
等
都
道
府
県
負
担
額
」
に
、
「
又
は
施

設
等
修
繕
都
道
府
県
等
負
担
額
」
を
「
、
施
設
等
修
繕
都
道
府
県
等
負
担
額
、
都
道
府
県
道
等
防
災
拠
点
自
動
車
駐
車
場
新

設
等
負
担
基
本
額
、
都
道
府
県
道
等
防
災
拠
点
自
動
車
駐
車
場
新
設
等
都
道
府
県
等
負
担
額
又
は
都
道
府
県
道
等
防
災
拠
点

自
動
車
駐
車
場
修
繕
等
都
道
府
県
等
負
担
額
」
に
、
「
指
定
区
間
外
国
道
維
持
等
指
定
市
負
担
額
」
又
は
「
又
は
指
定
区
間

外
国
道
維
持
等
指
定
市
以
外
の
市
負
担
額
」
を
「
指
定
区
間
外
国
道
防
災
拠
点
自
動
車
駐
車
場
維
持
等
指
定
市
負
担
額
」
又

は
「
又
は
指
定
区
間
外
国
道
防
災
拠
点
自
動
車
駐
車
場
維
持
等
指
定
市
以
外
の
市
負
担
額
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
第

二
十
一
条
第
三
項
」
を
「
第
二
十
一
条
第
四
項
」
に
、
「
第
五
項
ま
で
」
を
「
第
八
項
ま
で
」
に
、
「
第
二
十
三
条
第
四

項
」
を
「
第
二
十
三
条
第
五
項
」
に
、
「
第
七
項
」
を
「
第
十
項
」
に
、
「
第
六
項
ま
で
」
を
「
第
九
項
ま
で
」
に
、
「
第

二
十
一
条
第
四
項
並
び
に
第
二
十
三
条
第
五
項
」
を
「
第
二
十
一
条
第
五
項
並
び
に
第
二
十
三
条
第
六
項
」
に
、
「
第
二
十



一
条
第
五
項
並
び
に
第
二
十
三
条
第
六
項
」
を
「
第
二
十
一
条
第
六
項
並
び
に
第
二
十
三
条
第
七
項
」
に
、
「
同
項
中
」
を

「
第
二
十
一
条
第
七
項
並
び
に
第
二
十
三
条
第
八
項
及
び
第
十
項
中
「
都
道
府
県
道
等
防
災
拠
点
自
動
車
駐
車
場
新
設
等
都

道
府
県
等
負
担
額
」
と
あ
る
の
は
そ
れ
ぞ
れ
「
都
道
府
県
道
等
防
災
拠
点
自
動
車
駐
車
場
新
設
等
指
定
市
等
負
担
額
」
又
は

「
都
道
府
県
道
等
防
災
拠
点
自
動
車
駐
車
場
新
設
等
指
定
市
以
外
の
市
等
負
担
額
」
と
、
第
二
十
一
条
第
八
項
並
び
に
第
二

十
三
条
第
九
項
及
び
第
十
項
中
「
都
道
府
県
道
等
防
災
拠
点
自
動
車
駐
車
場
修
繕
等
都
道
府
県
等
負
担
額
」
と
あ
る
の
は
そ

れ
ぞ
れ
「
都
道
府
県
道
等
防
災
拠
点
自
動
車
駐
車
場
修
繕
等
指
定
市
等
負
担
額
」
又
は
「
都
道
府
県
道
等
防
災
拠
点
自
動
車

駐
車
場
修
繕
等
指
定
市
以
外
の
市
等
負
担
額
」
と
、
同
項
中
」
に
改
め
、
「
指
定
区
間
外
国
道
維
持
等
都
道
府
県
負
担
額
」

の
下
に
「
、
指
定
区
間
外
国
道
防
災
拠
点
自
動
車
駐
車
場
維
持
等
都
道
府
県
負
担
額
」
を
加
え
る
。 

第
三
十
五
条
の
七
中
「
第
四
十
八
条
の
二
十
九
の
五
第
一
項
」
を
「
第
四
十
八
条
の
二
十
九
の
六
第
一
項
」
に
改
め
る
。 

第
三
十
九
条
第
二
項
中
「
第
十
六
号
」
を
「
第
十
七
号
」
に
改
め
る
。 

第
四
十
条
第
一
号
中
「
第
二
十
三
条
第
八
項
」
を
「
第
二
十
三
条
第
十
一
項
」
に
改
め
る
。 

第
四
十
一
条
第
二
項
中
第
二
十
六
号
を
第
二
十
七
号
と
し
、
第
二
十
号
か
ら
第
二
十
五
号
ま
で
を
一
号
ず
つ
繰
り
下
げ
、

同
項
第
十
九
号
中
「
第
七
項
」
を
「
第
十
項
」
に
改
め
、
「
指
定
区
間
外
国
道
維
持
等
指
定
市
以
外
の
市
負
担
額
を
含



む
。
）
」
の
下
に
「
、
指
定
区
間
外
国
道
防
災
拠
点
自
動
車
駐
車
場
維
持
等
都
道
府
県
負
担
額
（
指
定
区
間
外
国
道
防
災
拠

点
自
動
車
駐
車
場
維
持
等
指
定
市
負
担
額
及
び
指
定
区
間
外
国
道
防
災
拠
点
自
動
車
駐
車
場
維
持
等
指
定
市
以
外
の
市
負
担

額
を
含
む
。
）
」
を
加
え
、
「
含
む
。
）
及
び
」
を
「
含
む
。
）
、
」
に
、
「
含
む
。
）
を
」
を
「
含
む
。
）
、
都
道
府
県

道
等
防
災
拠
点
自
動
車
駐
車
場
新
設
等
負
担
基
本
額
、
都
道
府
県
道
等
防
災
拠
点
自
動
車
駐
車
場
新
設
等
都
道
府
県
等
負
担

額
（
都
道
府
県
道
等
防
災
拠
点
自
動
車
駐
車
場
新
設
等
指
定
市
等
負
担
額
及
び
都
道
府
県
道
等
防
災
拠
点
自
動
車
駐
車
場
新

設
等
指
定
市
以
外
の
市
等
負
担
額
を
含
む
。
）
及
び
都
道
府
県
道
等
防
災
拠
点
自
動
車
駐
車
場
修
繕
等
都
道
府
県
等
負
担
額

（
都
道
府
県
道
等
防
災
拠
点
自
動
車
駐
車
場
修
繕
等
指
定
市
等
負
担
額
及
び
都
道
府
県
道
等
防
災
拠
点
自
動
車
駐
車
場
修
繕

等
指
定
市
以
外
の
市
等
負
担
額
を
含
む
。
）
を
」
に
改
め
、
同
号
を
同
項
第
二
十
号
と
し
、
同
項
中
第
十
八
号
を
第
十
九
号

と
し
、
第
十
五
号
か
ら
第
十
七
号
ま
で
を
一
号
ず
つ
繰
り
下
げ
、
同
項
第
十
四
号
中
「
第
五
十
条
第
七
項
」
を
「
第
五
十
条

第
八
項
」
に
、
「
同
条
第
八
項
」
を
「
同
条
第
九
項
」
に
改
め
、
同
号
を
同
項
第
十
五
号
と
し
、
同
項
第
十
三
号
の
次
に
次

の
一
号
を
加
え
る
。 

十
四　

法
第
四
十
八
条
の
六
十
六
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
道
路
脱
炭
素
化
基
本
方
針
を
定
め
、
又
は
こ
れ
を
変
更
し
、
同

条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
関
係
行
政
機
関
の
長
に
協
議
し
、
及
び
同
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
公
表
す
る
こ
と
。 



別
表
第
七
条
第
十
四
号
に
掲
げ
る
施
設
の
項
中
「
第
七
条
第
十
四
号
」
の
下
に
「
及
び
第
十
五
号
」
を
加
え
る
。 

（
道
路
整
備
特
別
措
置
法
施
行
令
の
一
部
改
正
） 

第
二
条　

道
路
整
備
特
別
措
置
法
施
行
令
（
昭
和
三
十
一
年
政
令
第
三
百
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

第
一
条
第
三
号
中
「
第
十
四
号
」
を
「
第
十
五
号
」
に
改
め
る
。 

第
十
一
条
の
三
の
表
中
二
十
の
項
を
二
十
一
の
項
と
し
、
十
九
の
項
を
二
十
の
項
と
し
、
十
八
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に 

加
え
る
。 

 

第
六
十
二
条
後
段

第
三
十
八
条
第
一
項
の

道
路
整
備
特
別
措
置
法

道
路
整
備
特
別
措
置
法

 

規
定
に
よ
り
道
路
管
理

第
十
七
条
第
一
項
第
十

第
十
七
条
第
一
項
第
十

 
者

一
号
の
規
定
に
よ
り
第

一
号
の
規
定
に
よ
り
第

 

三
十
八
条
第
一
項
の
規

三
十
八
条
第
一
項
の
規

 

定
に
よ
る
道
路
管
理
者

定
に
よ
る
道
路
管
理
者

 

の
権
限
を
代
わ
つ
て
行 

の
権
限
を
代
わ
つ
て
行 

十
九

 
 

う
地
方
道
路
公
社

う
地
方
道
路
公
社
又
は



同
法
第
三
十
二
条
の
二

第
四
項
の
規
定
に
よ
り

当
該
権
限
を
地
方
道
路

公
社
に
代
わ
つ
て
行
う

国
土
交
通
大
臣

第
十
五
条
第
一
項
の
表
十
七
の
項
中
「
第
二
十
二
条
の
二
」
の
下
に
「
、
第
四
十
八
条
の
六
十
七
第
四
項
」
を
加
え
、
同 

表
二
十
二
の
項
中
「
第
四
十
二
条
第
一
項
」
の
下
に
「
、
第
四
十
八
条
の
六
十
五
第
一
項
、
第
四
十
八
条
の
六
十
七
第
一
項

及
び
第
三
項
」
を
加
え
、
同
表
中
四
十
二
の
項
を
四
十
三
の
項
と
し
、
三
十
八
の
項
か
ら
四
十
一
の
項
ま
で
を
一
項
ず
つ
繰 

り
下
げ
、
三
十
七
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。 

 

第
四
十
八
条
の
六
十
七
第

国
土
交
通
大
臣
で
あ
る

こ
れ
を
公
表
す
る
よ
う

こ
れ
を
公
表
す
る
よ
う

 

四
項

道
路
管
理
者
に
あ
つ
て

努
め
る
と
と
も
に
、

努
め
る
と
と
も
に
、

 

は
こ
れ
を
公
表
す
る
も

 

の
と
し
、
国
土
交
通
大 

三
十
八

 



臣
以
外
の
道
路
管
理
者

に
あ
つ
て
は
こ
れ
を
公

表
す
る
よ
う
努
め
る
と

と
も
に

第
十
五
条
第
二
項
の
表
三
の
項
中
「
第
二
項
第
三
号
」
を
「
第
二
項
第
四
号
」
に
、
「
第
四
十
八
条
の
二
十
九
の
五
第
一

項
、
第
四
十
八
条
の
二
十
九
の
六
第
一
項
」
を
「
第
四
十
八
条
の
二
十
九
の
六
第
一
項
、
第
四
十
八
条
の
二
十
九
の
七
第
一

項
」
に
、
「
第
五
十
七
条
」
を
「
第
四
十
八
条
の
六
十
五
第
一
項
、
第
四
十
八
条
の
六
十
七
第
一
項
及
び
第
三
項
、
第
五
十

七
条
」
に
改
め
、
同
表
中
三
十
四
の
項
を
三
十
五
の
項
と
し
、
二
十
三
の
項
か
ら
三
十
三
の
項
ま
で
を
一
項
ず
つ
繰
り
下 

げ
、
二
十
二
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。 

 

第
四
十
八
条
の
六
十
七
第
四
項

道
路
管
理
者
は

有
料
道
路
管
理
者
は

  

国
土
交
通
大
臣
で
あ
る
道
路
管

こ
れ
を
公
表
す
る
よ
う
努
め
る
と

 

理
者
に
あ
つ
て
は
こ
れ
を
公
表

と
も
に
、

二
十
三 

す
る
も
の
と
し
、
国
土
交
通
大



臣
以
外
の
道
路
管
理
者
に
あ
つ

て
は
こ
れ
を
公
表
す
る
よ
う
努

め
る
と
と
も
に

第
十
六
条
の
表
五
の
項
中
「
第
二
十
二
条
の
二
」
の
下
に
「
、
第
四
十
八
条
の
六
十
七
第
四
項
」
を
加
え
、
同
表
九
の
項

中
「
第
四
十
二
条
第
一
項
」
の
下
に
「
、
第
四
十
八
条
の
六
十
五
第
一
項
、
第
四
十
八
条
の
六
十
七
第
一
項
及
び
第
三
項
」

を
加
え
、
同
表
中
二
十
七
の
項
を
二
十
八
の
項
と
し
、
二
十
三
の
項
か
ら
二
十
六
の
項
ま
で
を
一
項
ず
つ
繰
り
下
げ
、
二
十 

二
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。 

 

第
四
十
八
条
の
六
十
七
第

国
土
交
通
大
臣
で
あ
る

こ
れ
を
公
表
す
る
も
の

こ
れ
を
公
表
す
る
よ
う

 

四
項 
道
路
管
理
者
に
あ
つ
て

と
す
る

努
め
る
と
と
も
に
、
国

 

は
こ
れ
を
公
表
す
る
も 

土
交
通
大
臣
に
報
告
し

 

の
と
し
、
国
土
交
通
大

な
け
れ
ば
な
ら
な
い

 

臣
以
外
の
道
路
管
理
者 

二
十
三 

 

に
あ
つ
て
は
こ
れ
を
公



表
す
る
よ
う
努
め
る
と

と
も
に
国
土
交
通
大
臣

に
報
告
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い

（
道
路
整
備
事
業
に
係
る
国
の
財
政
上
の
特
別
措
置
に
関
す
る
法
律
施
行
令
の
一
部
改
正
） 

第
三
条　

道
路
整
備
事
業
に
係
る
国
の
財
政
上
の
特
別
措
置
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
昭
和
三
十
四
年
政
令
第
十
七
号
）
の
一

部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

第
五
条
の
見
出
し
中
「
自
動
運
行
補
助
施
設
」
を
「
自
動
運
行
補
助
施
設
等
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
第
二
号
中
「
自
動 

運
行
補
助
施
設
設
置
者
」
を
「
自
動
運
行
補
助
施
設
等
設
置
者
」
に
、
「
自
動
運
行
補
助
施
設
を
」
を
「
自
動
運
行
補
助
施

設
等
を
」
に
改
め
る
。 

（
高
速
自
動
車
国
道
法
施
行
令
の
一
部
改
正
） 

第
四
条　

高
速
自
動
車
国
道
法
施
行
令
（
昭
和
三
十
二
年
政
令
第
二
百
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

第
十
二
条
の
表
三
の
項
中
「
第
四
十
八
条
の
二
十
九
の
五
第
一
項
、
第
四
十
八
条
の
二
十
九
の
六
第
一
項
」
を
「
第
四
十



八
条
の
二
十
九
の
六
第
一
項
、
第
四
十
八
条
の
二
十
九
の
七
第
一
項
」
に
、
「
第
五
十
七
条
」
を
「
第
四
十
八
条
の
六
十
五

第
一
項
、
第
四
十
八
条
の
六
十
七
第
一
項
及
び
第
三
項
、
第
五
十
七
条
」
に
改
め
、
同
表
十
三
の
項
中
「
第
四
十
八
条
の
二

十
九
の
六
第
三
項
」
を
「
第
四
十
八
条
の
二
十
九
の
七
第
三
項
」
に
改
め
、
「
第
四
十
八
条
の
三
十
八
第
三
項
」
の
下
に

「
、
第
四
十
八
条
の
六
十
七
第
四
項
」
を
加
え
、
同
表
二
十
の
項
中
「
第
四
十
八
条
の
二
十
九
の
六
第
三
項
」
を
「
第
四
十

八
条
の
二
十
九
の
七
第
三
項
」
に
改
め
、
同
表
中
三
十
四
の
項
を
三
十
五
の
項
と
し
、
二
十
五
の
項
か
ら
三
十
三
の
項
ま
で 

を
一
項
ず
つ
繰
り
下
げ
、
二
十
四
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。 

 

第
四
十
八
条
の
六
十
七
第
四
項

国
土
交
通
大
臣
で
あ
る
道
路
管

こ
れ
を
公
表
す
る
も
の
と
す
る

 

理
者
に
あ
つ
て
は
こ
れ
を
公
表

 

す
る
も
の
と
し
、
国
土
交
通
大

二
十
五

臣
以
外
の
道
路
管
理
者
に
あ
つ

て
は
こ
れ
を
公
表
す
る
よ
う
努

め
る
と
と
も
に
国
土
交
通
大
臣

に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い



（
宅
地
建
物
取
引
業
法
施
行
令
の
一
部
改
正
） 

第
五
条　

宅
地
建
物
取
引
業
法
施
行
令
（
昭
和
三
十
九
年
政
令
第
三
百
八
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

第
三
条
第
一
項
第
四
十
八
号
中
「
第
四
十
八
条
の
二
十
九
の
七
」
を
「
第
四
十
八
条
の
二
十
九
の
八
」
に
改
め
る
。 

（
日
本
道
路
公
団
等
の
民
営
化
に
伴
う
経
過
措
置
及
び
関
係
政
令
の
整
備
等
に
関
す
る
政
令
の
一
部
改
正
） 

第
六
条　

日
本
道
路
公
団
等
の
民
営
化
に
伴
う
経
過
措
置
及
び
関
係
政
令
の
整
備
等
に
関
す
る
政
令
（
平
成
十
七
年
政
令
第
二

百
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

第
六
条
第
二
項
の
表
第
二
十
条
第
五
項
、
第
二
十
三
条
第
一
項
、
第
三
十
八
条
、
第
四
十
二
条
第
一
項
、
第
七
十
条
第
一

項
、
第
三
項
及
び
第
四
項
、
第
九
十
一
条
第
二
項
、
第
九
十
二
条
第
四
項
の
項
中
「
第
四
十
二
条
第
一
項
」
の
下
に
「
、
第

四
十
八
条
の
六
十
五
第
一
項
、
第
四
十
八
条
の
六
十
七
第
一
項
及
び
第
三
項
」
を
加
え
、
同
表
第
二
十
二
条
の
二
の
項
中

「
第
二
十
二
条
の
二
」
の
下
に
「
、
第
四
十
八
条
の
六
十
七
第
四
項
」
を
加
え
、
同
表
第
四
十
四
条
の
三
第
一
項
か
ら
第
五

項
ま
で
及
び
第
八
項
、
第
六
十
七
条
の
二
第
二
項
か
ら
第
五
項
ま
で
、
第
九
十
五
条
の
二
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え 

る
。 第

四
十
八
条
の
六
十
七
第
四
項 

国
土
交
通
大
臣
で
あ
る
道
路
管
理
者

こ
れ
を
公
表
す
る
よ
う
努
め
る
と
と



 

に
あ
つ
て
は
こ
れ
を
公
表
す
る
も
の

も
に
、

と
し
、
国
土
交
通
大
臣
以
外
の
道
路

管
理
者
に
あ
つ
て
は
こ
れ
を
公
表
す

る
よ
う
努
め
る
と
と
も
に

附　

則 

（
施
行
期
日
） 

１　

こ
の
政
令
は
、
道
路
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
の
日
（
令
和
七
年
十
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、

第
一
条
中
道
路
法
施
行
令
第
一
条
の
七
第
四
項
の
表
三
の
項
の
改
正
規
定
（
「
第
五
十
七
条
」
の
下
に
「
、
第
六
十
二
条
」

を
加
え
る
部
分
に
限
る
。
）
、
同
条
第
六
項
の
表
九
の
項
の
改
正
規
定
（
「
第
五
十
七
条
」
の
下
に
「
、
第
六
十
二
条
」
を

加
え
る
部
分
に
限
る
。
）
、
同
令
第
四
条
の
二
第
一
項
第
十
八
号
の
改
正
規
定
及
び
同
令
第
五
条
の
三
第
一
項
第
六
号
の
改

正
規
定
並
び
に
第
二
条
中
道
路
整
備
特
別
措
置
法
施
行
令
第
十
一
条
の
三
の
改
正
規
定
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 

（
地
方
自
治
法
施
行
令
の
一
部
改
正
） 

２　

地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
二
年
政
令
第
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 



別
表
第
一
道
路
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
七
年
政
令
第
四
百
七
十
九
号
）
の
項
第
一
号
中
「
第
二
十
三
条
第
八
項
」
を
「
第

二
十
三
条
第
十
一
項
」
に
改
め
る
。 



理　

由 

道
路
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
い
、
防
災
拠
点
自
動
車
駐
車
場
の
管
理
に
係
る
道
路
管
理
者
の
権
限
の
代

行
に
関
す
る
規
定
を
整
備
す
る
等
道
路
法
施
行
令
そ
の
他
の
関
係
政
令
の
規
定
の
整
備
等
を
行
う
必
要
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。 

  


